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◎投 票 日 １２月１5日（日曜日）

◎投票時間 午前７時から午後６時まで

◎選挙公報をよく読んで、自分の考えで明るい一票を投じましょう。
◎投票用紙には、候補者一人の名前だけをはっきり書きましょう。 
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生かそう一票　わたしが主役
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明るい選挙のシンボル
 「しろばら」

贈らない！  求めない！  受け取らない！

政治家の寄附は禁止
有権者が求めることも禁止

政治家が選挙区内の人に、
お金や物を贈ることは、法律で禁止されています。
違反すると、処罰されます。
また、有権者が寄附を求めることも禁止されています。


